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事 業 計 画 書 

 

１ 事業の目的 
かつらぎ地域の子どもが子ども会活動を通じて、集団活動の形

成やよりよい成長の促進を図る。 

２ 事 業 費 95,000円（明細は下記の収支予算書のとおり） 

３ 事業の実施期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日（予定） 

４ 事業の概要 

年間を通じて子どもが事業に参画する。 

・夏休みキャンプ 

・子ども文化祭作品作り 

・クリスマス会 

 

【収支予算書】                           （単位：円） 

収  入 予 算 額  支  出 予 算 額 

参加費等 10,000 会議費 10,000 

町補助金 85,000 事務費 5,000 

  夏休みキャンプ 40,000 

  子ども文化祭作品作り 10,000 

  クリスマス会 30,000 

    

合  計 95,000 合  計 95,000 

※ 内容を補足するため、資料の添付を求めることがあります。 

団体の事情により、本様式への項目の追加や団体内既存の収支予算書等を別添とすることがで

きるものとします。 

事業を実施する前年度の１０月１０日（１０日が土日祝日の場合は前業務日）までに本計画書

を提出してください。提出がない場合、予算の確保ができず、補助金等を交付できなくなります。 

本計画書の提出のみをもって補助金等の確保ができるものではありません。議会の予算議決や

補助金交付申請などが必要となります。 

育成会・子ども会の会則や規

約があれば、その中に記載さ

れている「目的」を参考にし

てください。 

会議の際のお茶代等 封筒代や郵送料等 

次年度に申請できる補

助金額 

・支出金額は、補助金の対象になる金額を記載 

・支出入の項目は、各育成会・子ども会の事情に

あわせて変更 

・支出入の項目の行数が足らない場合は、行数を

加えるまたは別紙（様式は自由）に記入 

記入例 

代表者の住所 

町育成から各育成会・子ども会への子ども文

化祭補助金は、令和６年度からなくなるた

め、子ども文化祭に出展または出演する予定

の場合は、その予算額も加える。 


